
契 約 書（案） 

 

１ 品  名    職業訓練用機械  

 

２ 規格(形式)    仕様書のとおり 

 

３ 数  量    一式 

 

４  契 約 金 額    ￥                  － 

（うち消費税及び地方消費税の額 ￥          －） 

 

５ 納 入 期 限   平成２７年８月１９日（水） 

 

６ 納 入 場 所   兵庫県立但馬技術大学校 機械制御工学科第２実習場（兵庫県豊岡市九日市上町

660-5） 

７ 契約保証金 

 

８ 納入の方法    兵庫県の指示による 

 

兵庫県（以下「甲」という。）と           （以下「乙」という。）とは、上記物品の

納入について、次の条項に従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、これを履行するもの

とする。 

（総 則） 

第１条 乙は、甲の示す仕様書に基いて、頭書の納入期限内に物品を納入しなければならない。 

２ 乙は、納入すべき物品について品質が明らかでなく、又は特別の指示をうけてないときは、高級な

品質を有するものを納入しなければならない。 

３ 乙は、仕様書及び図面又は契約条件に明示されていない事項について、物品の納入に当然必要なこ

とは、甲の指示によらなければならない。 

（検 査） 

第２条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書正副２通を提出し、立ち会いの上、甲の検査を

受けなければならない。 

２ 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品の修繕等の費用はすべて乙

の負担とする。 

３ 乙は、第１項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、異議を申し立てるこ

とができないものとする。 

（手直し、補強又は取替え） 

第３条 乙は、納入する物品が不良のため、前条第１項の検査に合格しなかったときは、甲の指定した

期限内にこれを手直しし、補強し、又は取り替えて検査を受けなければならない。 

（給付の完了） 



第４条 甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。 

２ 物品の容器、包装等は、特に定める場合を除き、甲の所有とする。 

（危険負担） 

第５条 物品の納入前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。 

（かし担保） 

第６条 乙は、納入した物品で、隠れたかしがあるときは、この契約を履行した日から１年間、無償で

手直しし、補強し、又は取り替えなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、前項に規定するかしにより生じた損害を賠償しなければならない。 

（権利、義務の譲渡禁止） 

第７条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。た

だし、甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

（代金の支払等） 

第８条 甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日から30

日以内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。 

（分 納） 

第９条 乙は、甲の要求があったときは、物品の数量を分割して納入するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、分割納入したときは、甲に既納部分の範囲内において代価を請求するこ

とができる。 

（乙の請求による契約履行期限の延長） 

第１０条 乙は、天災地変、その他やむを得ない理由により、契約の履行期限内に物品を納入すること

ができないときは、甲に対して、遅滞なく、その理由を明らかにした書面により、期限の延長を求め

るものとする。この場合において、甲が正当と認めたときは、甲、乙協議して書面により延長日数を

定めるものとする。 

（契約の解除） 

第１１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 乙の責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見

込みがないと明らかに認められるとき。 

(2) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。 

(3) 乙またはその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。 

(4) 乙またはその代理人が、契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。 

(5) 乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の

入札に関して地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項第２号に該当すると認め

たとき。 

２ 甲は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。 

３ 第１項の規定による契約の解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は、甲に対してその損害の

賠償を請求することはできない。 

４ 甲は、第１項の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を支払っ

て当該部分の所有権を取得するものとする。 

５ 第１項の規定により、この契約を解除されたときは、乙は、契約金額の１０分の１に相当する額を

違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。 



６ 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、

当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

７ 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものと

する。 

（暴力団等の排除） 

第１２条 甲は、次条第1号の意見聴取又は警察からの通報により、乙が次の各号のいずれかに該当する

者（以下「暴力団等」という。）であると判明した場合は、特別の事情がある場合を除き、契約を解

除するものとする。 

(1) 暴力団排除条例(平成22 年兵庫県条例第35 号)第2 条第1 号に規定する暴力団及び第3 号に規定

する暴力団員 

(2) 暴力団排除条例施行規則（平成23 年兵庫県公安委員会規則第2 号）第2 条各号に規定する暴力団

及び暴力団員と密接な関係を有する者 

２ 前条第3 項から第7 項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 

（情報の利用） 

第１３条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講ずることができるものとする。 

(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。 

(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるた

めに利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。 

第１４条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、

甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。 

（履行遅延の場合の違約金） 

第１５条 乙は、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に物品を納入しないときは、契約

の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年１０．７５パーセントの割合で

計算した額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、第３条の手直し、補強又は取替えが指定期限後にわたるときは、前項に基づき違約金を支払

わなければならない。 

３ 前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとする。 

（賠償の予約） 

第１６条 乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この

契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の１０分の２に相当する額を賠

償金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。契約の終了後も同様とする。 

(1) 刑法（明治40年法律第45号）第96条の６による刑が確定したとき。 

(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。 

(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22 年法律第54 号。以

下「独占禁止法」という。）第61 条第１項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除

措置命令に対し、行政事件訴訟法（昭和37 年法律第139 号）第３条第１項の規定により抗告訴訟を

提起した場合を除く。 

(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62 条第１項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、

課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法（昭和37 年法律第139 号）第３条第１項の規定により抗告

訴訟を提起した場合を除く。 



(5) 前２号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその

超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（契約の変更、中止） 

第１７条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を変更し、

又は中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があると認

めるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 

（事情の変更） 

第１８条 契約の締結後において、予期することのできない経済情勢の変動等により、契約金額が著し

く不当と認められる事情が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更するこ

とができる。 

（調査への協力） 

第１９条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙

に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請するこ

とができる。 

２ 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この

契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む６会計年度の間は同様とする。 

（協 議） 

第２０条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、財務規則（昭

和３９年兵庫県規則第３１号）によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。 

 

この契約の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

甲 兵 庫 県   

契約担当者  兵庫県豊岡市九日市上町６６０－５ 

 

                           兵庫県立但馬技術大学校長 内田 仁 

 

乙 住   所 

 

会 社 名 

  

代表者名                    印 

 

 

  



誓 約 書 

 

暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力団排除に協力す

るため、下記のとおり誓約する。 

 

記 

 

１ 条例第２条第１号に規定する暴力団、又は第３号に規定する暴力団員に該当しないこと 

２ 暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴力団及

び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと 

３ 上記１及び２に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置につい

て異議を述べないこと 

 

平成 年 月 日 

 

兵庫県知事 様 

住   所 

会 社 名 

代表者名                  印 

 

 

 

 

 


